
「ながさき森林環境税についての基本的な考え（案）」に対する

パブリックコメントの募集結果について

１．募集期間

令和３年１０月８日（金）～ 令和３年１１月８日（月）

２．募集方法

電子メール、郵送、ファクシミリ

３．閲覧方法

(1) 県のホームページに掲載

(2) 県政情報センター（県庁県民センター内）、農林部林政課、県央振興局林業課、

    島原振興局林務課、県北振興局林業課、五島振興局林務課、壱岐振興局農林整備課、

対馬振興局林業課に備え付け

４．意見の件数

１４件 （１３人）

５．意見の内容及び反映状況

対応区分 対 応 内 容 件数

Ａ ・案に修正を加え反映させるもの ０

Ｂ ・案に既に盛り込まれているもの

・案の考え方や姿勢に合致し、今後、作成・遂行の中で

反映させていくもの

１０

Ｃ ・今後、検討していくもの ０

Ｄ ・反映が困難なもの １

Ｅ ・その他 ３

「ながさき森林環境税についての基本的な考え（案）」について、パブリックコメントを実施しま

したところ、貴重なご意見をいただき、厚く御礼申し上げます。いただいたご意見に対する考え

方をまとめましたので、公表いたします。



６．提出された意見の趣旨及び県の考え方の概要

№ 意見区分 意見要旨
対応

区分
県の考え方

1 税の継続 森林環境税の継続に

賛成。

Ｂ かけがえのない森林を守り育て、次世代

に引き継いでいくため、継続します。

2 税の周知 森林環境税のことは

知らなかった。周知が

必要。

Ｂ 県民参加の森林づくりの推進とあわせ、

認知度向上に取り組んでいきます。

3 森 林 整 備

の推進

森林環境税により、

地域の森林整備を進

めてほしい。

Ｂ 森林環境税を継続し、未整備森林の解

消、里山林整備などを進めていきます。

4 未 整 備 森

林の解消

未整備森林の解消を

継続してほしい。

Ｂ 森林環境税を有効に活用し、未整備森林

の解消に努めていきます。

5 主 伐 ・ 再

造 林 の 推

進

森 林 環 境 税 を 活 用

し、主伐・再造林の支

援を行うべき。

Ｂ 森林環境税を活用し、公益的機能の維持

に配慮した計画的な主伐・再造林を支援

していきます。

6 シ カ 被 害

等 へ の 支

援

シカ被害等に対する

支援策を検討してほ

しい。

Ｂ 里山林整備や公益的機能の維持に配慮

した計画的な主伐・再造林とあわせ、必

要に応じて獣害対策を支援していきま

す。

7 獣 害 対 策

の 効 果 検

証 の 必 要

性

獣害対策の有効性に

ついての検証は行わ

ないのか。

Ｂ 防鹿ネットなどの獣害対策の検証はなさ

れており、適正に施工・管理されれば十

分効果があるので、適切な事業推進に努

めていきます。

8 森 林 ボ ラ

ンティア団

体 等 の 活

動 支 援 の

拡大

森林ボランティア団体

活動については、森

林保全に対する意識

醸成のための取組な

ど広く活動を捉え、支

援してほしい。

Ｂ 森林をすべての県民で守り育てる意識づ

くりは、森林環境税の目的であるため、森

林保全に対する意識醸成のための取組

についても、支援していきます。

9 県 民 参 加

の 森 林 づ

くりの推進

県民一人一人が森林

環境保全に参加する

ことで、森林環境に対

する意識を高めること

ができるのではない

か。

Ｂ 森林ボランティア活動、森林環境教育や

木育等に一人でも多くの県民に参加して

いただけるように取り組むことで、森林保

全に対する意識の醸成を進めていきま

す。

10 補 助 申 請

等 の 支 援

強化

森林環境学習や緑の

少年団への支援につ

いて、周知や申請支

援を強化してはどう

か。

Ｂ 森林ボランティア支援センターを事業窓

口として、さらなる周知とサポートの工夫

を検討していきます。



№ 意見区分 意見要旨
対応

区分
県の考え方

11 環 境 税 の

必要性

森林環境譲与税（国

税）など、なるべく税

金を増やさずに環境

保全ができないか。

Ｄ 森林環境譲与税（国税）は、森林経営管

理制度の推進に、森林環境税（県税）は、

「環境重視」や「県民参加」の森林づくりに

活用しています。森林を守り育て次世代

に引き継いでいくために必要な貴重な財

源であり最大限有効に活用していきます

ので、ご理解とご協力をお願いします。

12 人 材 育 成

支援

森林管理に精通した

技能集団が必要。人

材育成支援の拡充を

お願いしたい。

Ｅ 林業技術者の育成については、森林環

境税(県税)ではなく、森林環境譲与税（国

税）や他事業を活用し、体系的な研修カリ

キュラム等の拡充を進めていきます。

13 森 林 吸 収

源 対 策 の

意義

森林吸収源対策の取

組は素晴らしい。森

林を管理される方に

感謝したい。

Ｅ 引き続き適正な森林管理による森林吸収

源対策を推進していきます。

14 県 民 参 加

の 森 林 づ

くりの実践

税を納めるだけでは

なく、お手伝いできる

ことがあればやって

いきたい。

Ｅ 県民参加の森林づくりについて、制度や

イベント情報など、森林ボランティア支援

センターのホームページ等を活用して、さ

らなる周知を図っていきますので、ぜひご

参加をお願いします。

※ 「ながさき森林環境税」は「森林環境税」と略して記載


